
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日 時：令和８年２月 17日（火）10時 30分より 

  会 場：野洲文化小劇場

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 

第 ５ 回 総 会 

国スポ・障スポ無事閉幕！ 

滋賀県選手団 天皇杯 獲得！ 

皇后杯 獲得！ 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 第５回総会 
 

次 第 
 

                       日時：令和８年２月 17日(火) 

                             10時 30分から 11時 30分まで 

                          場所：野洲文化小劇場 

 

１ 開 会 

 

２ 市民憲章唱和 

 

３ 会長挨拶 

 

４ 来賓紹介 

 

５ 報告事項 

  ・わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会委員等の変更 

 

６ 議 事 

第１号議案 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 令和７年度事業報告 

 

  第２号議案 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 令和７年度収支決算 

 

  第３号議案 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 解散及び残余財産の処分 

 

 

７ 閉 会 

 

 



 

２ 
 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会委員等の変更 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則第８条第１項に基づき、令和７年４月 17日

から令和８年２月 17 日までの間におけるわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会委員等

の変更について、次のとおり報告します。 

 

（順不同・敬称略） 

 所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

副会長 野洲市議会 議長 津村 俊二 山本 剛 

常任委員 

 

 

 

 

 

 

野洲市議会 副議長 奥山 文市郎 津村 俊二 

野洲市議会 総務常任委員長 東郷 克己 服部 嘉雄 

野洲市議会 文教福祉常任委員長 野並 享子 木下 伸一 

野洲市議会 環境経済建設常任委員長 木下 伸一 山﨑 有子 

野洲市体育振興会連絡協議会 会長 間 岩太郎 二口 昭夫 

野洲市自治連合会 会長 辻󠄀 幹雄 木村 貞樹 

社会福祉法人野洲市社会福祉協議会 会長 西村 健 立入 幸基 

委員 

 

 

滋賀県高等学校体育連盟 会長 岸 智昭 南 雄志 

野洲市 PTA連絡協議会 役員 林 恵子 会長 田中 陽介 

野洲ロータリークラブ 会長 小西 知 三久保 佳辰 

一般社団法人野洲青年会議所 理事長 井狩 常徳 浦谷 達也 

参与 野洲市議会 遠藤 総一郎 奥山 文市郎 

野洲市議会 工藤 義明 小菅 康子 

野洲市議会 田中 遼 鈴木 市朗 

野洲市議会 橋 完司 東郷 克己 

野洲市議会 益川 教智 村田 弘行 

野洲市議会 山岡 卓治 山﨑 敦志 

野洲市議会 山本 剛 ― 

教育長職務代理者 瀨古 良勝 本田 亘 

教育委員 野村 哲 瀨古 良勝 

株式会社読売新聞社大阪本社大津支局 支局長 山崎 光祥 茨木 崇志 

株式会社中日新聞社大津支局 支局長 西尾 述司 岩佐 和也 

株式会社時事通信社大津支局 支局長 松本 晃 清家 太郎 

日本放送協会大津放送局 局長 湯川 雅史 小磯 亮 

 

 

報告事項 



 

３ 
 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 委員名簿 

 

令和８年２月 17日現在  

（順不同・敬称略）   

会長（１名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市関係 野洲市 市長 櫻本 直樹 

 

副会長（４名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市議会関係 野洲市議会 議長 津村 俊二 

スポーツ関係 野洲市スポーツ協会 会長 山本 博一 

産業・経済関係 野洲市商工会 会長 木村 靖 

市関係 野洲市教育委員会 教育長 北脇 泰久 

 

常任委員（25名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市議会関係 野洲市議会 副議長 奥山 文市郎 

市議会関係 野洲市議会 総務常任委員会 委員長 東郷 克己 

市議会関係 野洲市議会 文教福祉常任委員会 委員長 野並 享子 

市議会関係 野洲市議会 環境経済建設常任委員会 委員長 木下 伸一 

スポーツ関係 野洲市スポーツ協会 副会長 駒井 朔男 

スポーツ関係 野洲市スポーツ推進委員協議会 会長 山本 博一 

スポーツ関係 野洲市スポーツ推進審議会 会長 山本 博一 

スポーツ関係 野洲市体育振興会連絡協議会 会長 間 岩太郎 

スポーツ関係 滋賀県卓球協会 会長 横江 政則 

スポーツ関係 一般社団法人 滋賀県バスケットボール協会 副会長 平井 和博 

スポーツ関係 滋賀県ラグビーフットボール協会 会長 大岡 敏孝 

スポーツ関係 滋賀県武術太極拳連盟 会長 川端 達夫 

産業・経済関係 野洲市商工会 副会長 杉田 浩一郎 

産業・経済関係 野洲工業会 会長 山本 真嗣 

市民団体・各種団体 野洲市自治連合会 会長 辻󠄀 幹雄 

教育・学校関係 野洲市小学校長会 会長 永石 利行 

教育・学校関係 野洲市中学校長会 会長 宇野 比呂久 



 

４ 
 

通信・輸送・交通関係 西日本旅客鉄道株式会社 野洲駅 駅長 入江 定勝 

通信・輸送・交通関係 近江鉄道株式会社 あやめ営業所 所長 辻 基裕 

医療・福祉関係 野洲市立野洲病院 病院長 前川 聡 

医療・福祉関係 社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会 会長 西村 健 

医療・福祉関係 湖南広域消防局 東消防署 署長 佐野 孝次 

宿泊・観光・衛生関係 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 前川 為夫 

宿泊・観光・衛生関係 野洲市観光物産協会 副会長 川口 ひとみ 

県関係 滋賀県守山警察署 署長 永田 茂 

 

監事（２名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市関係 野洲市監査委員 代表監査委員 野﨑 和弘 

市関係 野洲市 会計管理者 苗村 尚 

 

委員（45名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

スポーツ関係 野洲市卓球協会 会長 木村 九十九 

スポーツ関係 野洲市バスケットボール協会 会長 中村 幸道 

スポーツ関係 野洲市ラグビーフットボール協会 会長 野村 聡 

スポーツ関係 野洲市武術太極拳連盟 会長 吉田 由美子 

スポーツ関係 ＮＰＯ法人 ＹＡＳＵほほえみクラブ 代表 石塚 健一 

スポーツ関係 さざなみスポーツクラブ 代表 浅野 賢治 

スポーツ関係 野洲市スポーツ少年団 副本部長 松﨑 剛和 

産業・経済関係 レーク滋賀農業協同組合 代表理事理事長 木村 義典 

産業・経済関係 滋賀びわ湖漁業協同組合中主支所 支所長 勝見 昌和 

教育・学校関係 野洲市小学校体育連盟 会長 横原 朱美 

教育・学校関係 野洲市中学校体育連盟 会長 山口 孝志 

教育・学校関係 滋賀県高等学校体育連盟 会長 岸 智昭 

教育・学校関係 滋賀県立野洲高等学校 校長 上品 充朗 

教育・学校関係 滋賀県立野洲養護学校  校長 生駒 智昭 

教育・学校関係 野洲市ＰＴＡ連絡協議会 役員 林 恵子 

通信・輸送・交通関係 日本郵便株式会社 野洲郵便局 局長 笹山 満 

通信・輸送・交通関係 守山野洲交通安全協会 会長 田中 ひろ子 

医療・福祉関係 一般社団法人 守山野洲医師会 理事 野村 哲 

医療・福祉関係 一般社団法人 草津栗東守山野洲歯科医師会 野洲地区専務 坂本 耕造 



 

５ 
 

医療・福祉関係 守山野洲薬剤師会 会長 間下 高秀 

医療・福祉関係 医療法人 周行会 湖南病院 院長 柴﨑 守和 

医療・福祉関係 社会福祉法人 びわこ学園 事務部長 二宮 裕香 

医療・福祉関係 野洲市立野洲病院 事務部長 駒井 文昭 

医療・福祉関係 野洲市手をつなぐ育成会 会長 浅田 真澄 

医療・福祉関係 野洲市精神障がい者患者家族会（たんぽぽの会） 副会長 西村 順三 

医療・福祉関係 野洲視覚障がい者協会 会長 新海 勉 

医療・福祉関係 野洲市聴覚障害者協会 会長 小野田 直也 

市民団体・各種団体 野洲市文化協会 会長 喜多 幸次 

市民団体・各種団体 野洲ロータリークラブ 会長 小西 知 

市民団体・各種団体 野洲ライオンズクラブ 会長 横山 亮一 

市民団体・各種団体 一般社団法人 野洲青年会議所 理事長 井狩 常徳 

市民団体・各種団体 野洲市老人クラブ連合会 理事 川端 弘一 

市民団体・各種団体 野洲市青少年育成市民会議 会長 三村 益夫 

市民団体・各種団体 野洲市ガールスカウト連絡協議会 会長 西村 孝子 

市関係 野洲市議会事務局 局長 辻 昭典 

市関係 野洲市政策調整部 部長 井狩 昭彦 

市関係 野洲市政策調整部 政策監 小池 秀明 

市関係 野洲市総務部 部長 川尻 康治 

市関係 野洲市市民部 部長 西村 拓巳 

市関係 野洲市健康福祉部 部長 井出 徹哉 

市関係 野洲市健康福祉部 政策監 北田 一栄 

市関係 野洲市健康福祉部 政策監 駒井 文昭 

市関係 野洲市都市建設部 部長 布施 篤志 

市関係 野洲市環境経済部 部長 中塚 誠治 

市関係 野洲市教育委員会教育部 部長 田中 明美 

 

顧問（３名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

国会関係 衆議院 議員 武村 展英 

県議会関係 滋賀県議会 議員 冨波 義明 

県議会関係 滋賀県議会 議員 井狩 辰也 

 

 

 



 

６ 
 

参与（30名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市議会関係 野洲市議会 議員 荒川 泰宏 

市議会関係 野洲市議会 議員 石川 恵美 

市議会関係 野洲市議会 議員 稲垣 誠亮 

市議会関係 野洲市議会 議員 岩井 智惠子 

市議会関係 野洲市議会 議員 遠藤 総一郎 

市議会関係 野洲市議会 議員 工藤 義明 

市議会関係 野洲市議会 議員 田中 陽介 

市議会関係 野洲市議会 議員 田中 遼 

市議会関係 野洲市議会 議員 永島 知香 

市議会関係 野洲市議会 議員 橋 完司 

市議会関係 野洲市議会 議員 益川 教智 

市議会関係 野洲市議会 議員 山岡 卓治 

市議会関係 野洲市議会 議員 山本 剛 

市関係 野洲市教育委員会  教育長職務代理者 瀨古 良勝 

市関係 野洲市教育委員会  教育委員 野村 哲 

市関係 野洲市教育委員会  教育委員 南出 久仁子 

市関係 野洲市教育委員会  教育委員 山﨑 玲子 

報道関係 株式会社朝日新聞社大津総局 総局長 四倉 幹木 

報道関係 株式会社毎日新聞社大津支局 支局長 藤田 文亮 

報道関係 株式会社読売新聞社大阪本社大津支局 支局長 山崎 光祥 

報道関係 株式会社産業経済新聞社大津支局 支局長 土塚 英樹 

報道関係 株式会社中日新聞社大津支局 支局長 西尾 述司 

報道関係 株式会社京都新聞社滋賀本社 代表 石川 一郎 

報道関係 株式会社日本経済新聞社大津支局 支局長 加賀谷 和樹 

報道関係 一般社団法人 共同通信社大津支局 支局長 三好 典子 

報道関係 株式会社時事通信社大津支局 支局長 松本 晃 

報道関係 日本放送協会大津放送局 局長 湯川 雅史 

報道関係 株式会社京都放送滋賀支社 支社長 森永 貴則 

報道関係 びわ湖放送株式会社 放送管理局長 竹内 真作 

報道関係 株式会社エフエム滋賀 代表取締役社長 大森 七幸 

報道関係 株式会社ＺＴＶ 
取締役 

滋賀放送局長 
楠橋 康博 

  
会長１名 副会長４名 常任委員 25名 監事２名 委員 45名 顧問３名 参与 31名         

計 111名 



 

７ 
 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 

令和７年度事業報告 

１ 会議等の開催 

（１）総会 

 会議名 開催日・場所・出席人数 主な審議内容 

実行委員会 第４回総会 ４月 17日（水） 

野洲文化小劇場 

77名 

○令和７年度事業計画（案） 

○令和７年度収支予算（案） 

 

（２）常任委員会 

 会議名 開催日・場所・出席人数 主な審議内容 

実行委員会 第３回常任委員会 ４月 17日（水） 

コミュニティセンターやす 

24名 

○卓球競技会旅費等支給規程（案） 

 

（３）事業概要説明会 

 会議名 開催日・場所・出席人数 主な内容 

事業概要説明会 12月 16日（火） 

～17日（水） 

野洲市役所 

24名 

○後催自治体への引継ぎ 

 

 

２ わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ卓球競技会 リハーサル大会の開催 

  運営の予行演習や課題の洗い出しを目的に、下記日程においてリハーサル大会を開催しました。 

   大 会 名：わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ（第 24回全国障害者スポーツ大会）リハ―サル大会 

        兼 第 63 回滋賀県障害者スポーツ大会 

期  日：令和７年５月 25日（日） 

   会  場：野洲市総合体育館 

   来場者数：選手・監督…92人 

       大会関係者…265人 

       観 覧 者…135人     合計…492人 

  

第１号議案 



 

８ 
 

 

３ わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 各競技会の開催 

（１）デモンストレーションスポーツ スポーツ鬼ごっこ 

 期  日：令和７年６月１日（日） 

  会  場：野洲川河川公園 

  参加者数：165人 

  主  管：NPO法人 YASUほほえみクラブ 

 

 

 

（２）デモンストレーションスポーツ マリンスポーツフェスティバル 

 期  日：令和７年７月 21日（月祝 海の日） 

  会  場：琵琶湖マイアミ浜 

（中主Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫） 

  参加者数：195人 

  主  管：野洲市スポーツ協会 

 

 

 

 

 

（３）国スポ公開競技 武術太極拳競技会 

 期  日：令和７年８月 30日（土）～31日（日） 

  会  場：野洲市総合体育館 

  来場者数：選手・監督…198人 

       大会関係者…170人 

       観 覧 者…1,000人        合計…1,368人 
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（４）国スポ正式競技 卓球競技会 

 期  日：令和７年９月 28日（日）～10月２日（木） 

  会  場：野洲市総合体育館 

  来場者数：選手・監督…2,370人 

       大会関係者…1,654人 

       観 覧 者…7,561人        合計…11,585人 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）国スポ正式競技 バスケットボール競技会（成年女子） 

 期  日：令和７年 10月４日（土）～10月７日（火） 

  会  場：野洲市総合体育館 

  来場者数：選手・監督…540人 

       大会関係者…800人 

       観 覧 者…5,684人        合計…7,024人 
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（６）国スポ正式競技 ラグビーフットボール競技（成年男子・女子・少年男子）【県運営競技】 

 期  日：令和７年 10月３日（金）～10月７日（火） 

  会  場：滋賀県希望が丘文化公園 

  来場者数：選手・監督…2,910人 

       大会関係者…1,210人 

       観 覧 者…2,303人        合計…6,423人 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）障スポ正式競技 卓球競技会（ＳＴＴ含む） 

 期  日：令和７年 10月 25日（土）～10月 26日（日） 

  会  場：野洲市総合体育館 

  来場者数：選手・監督…1,522人 

       大会関係者…1,163人 

       観 覧 者…1,287人      合計…3,972人 

 

４ お成りの実施 

  下記のとおりお成りが行われました。 

 日程 御対象 御訪問先 御訪問内容 

１ ９月 30日（火） 三笠宮瑶子女王殿下 野洲市総合体育館 卓球競技御覧 

２ 10月３日（金） 三笠宮彬子女王殿下 滋賀県希望が丘文化公園 ラグビーフットボール競技御覧  

 

 

 

 

 

 

 

  
写真提供：滋賀県 写真提供：滋賀県 
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５ 開催準備業務の推進 

（１）広報・啓発活動の推進 

   市民に対して国スポ・障スポの周知を図るため、各種イベント等で啓発活動に取り組んだ他、野

洲市ホームページや実行委員会公式 SNS・Youtubeで情報発信を行いました。 

市広報誌では毎号記事を掲載し、大会に関する継続的な発信を行いました。 

国スポ・障スポの開催を応援いただける団体・企業の皆様から協賛物品の提供、及び歓迎装飾を

設置いただきました。 

 

〇行事・イベント参加実績 

行事・イベント名 開催日・場所 内容 

広報やす 記事掲載 毎月号 ○各競技会の周知 

○野洲市関係選手の特集・結果報告 

市スポ少統一入団式 ４月 19日（土） 

野洲市総合体育館 

〇着ぐるみによる PR・啓発物品配布 

ヒーローズカップラグビー 

フェスティバル 

５月 18日（日） 

希望が丘文化公園 

〇着ぐるみによる PR・啓発物品配布 

ニュースポーツバイキング ６月 28日（日） 

野洲市総合体育館 

○着ぐるみによる PR・啓発物品配布 

○プロ卓球選手との交流・卓球体験 

野洲市選手激励会 ９月１日（月） 

野洲文化小劇場 

○代表選手による決意表明 

○懇談会 

ビワイチミーティング 2025 

in野洲 

９月 13日（土） 

～14日（日） 

琵琶湖マイアミランド 

○啓発物品配布 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
ニュースポーツバイキング 野洲市選手激励会 
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〇協賛物品等受領実績（令和７年度／申込順） 

協賛者 協賛物品・数量 

野洲ロータリークラブ JR野洲駅南口・北口シェルター円柱広告 

ジェリフ おもてなし用お菓子（グミ） 

野洲市湖岸開発 ビーチバレーコート使用料 

レーク滋賀農業協同組合 おもてなし用飲料（お茶） 

岡井設備工業 タオル 

マツナガ JR野洲駅南口・北口昇降機扉（２階）ラッピング 

湖水設備 ３色ボールペン 

草津栗東守山野洲歯科医師会 歯磨き粉用国スポ・障スポ PRシール 

ヒラカワ JR野洲駅南口・北口エスカレーター柱ラッピング 

シルバー人材センター 総合体育館、B＆G海洋センター、 

コミセンきたの駐車場等除草業務 

システムアイインターナショナル JR野洲駅南口・北口シェルター円柱広告 

 

（２）炬火イベント 

 ７月 17日（木）に、兵主大社の祭りである「虫祓納涼祭」に合わせて炬火イベントを開催しました。 

 採火した炬火は平和堂ＨＡＴＯスタジアムで行われた総合開会式へと引き継がれました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ野洲市開催競技会場設営・撤去等業務 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ（卓球・バスケットボール）の競技会開催に必要な看板・テント・ステー

ジ等仮設物の設営・保守・管理、及び配置転換や大会後の撤去に関する業務を委託しました。 

   契約事業者：株式会社セレスポ 

   業 務 期 間：令和７年５月 22日 ～ 令和７年 10月 31日 

   契 約 金 額：卓球競技…１８,４００,０３０円 

バスケットボール競技…１７,０９５,８７０円 

         お成り…８，８２８，２７０円 
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（４）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ野洲市輸送実施運営等業務 

   わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ野洲市開催競技において、令和６年度に策定した輸送計画に基づき、

選手・監督、役員、一般観覧者等の多数の来場者を限られた時間内で安全、確実かつ効率的に輸送

する業務を委託しました。 

 

     契約事業者：ＴＳＰ太陽株式会社 

     業 務 期 間：令和７年６月６日 ～ 令和７年 11月 28日 

     契 約 金 額：４３，００５，６１４円 

     稼働バス台数：２３５台（大型２２９台、中型６台） 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 

令和７年度収支決算 

 

 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則第 17条の規定に基づき、令和７年度収支

決算（令和８年１月 27日時点）について、次頁のとおり提案します。 

 併せて、令和７年度収支決算（令和８年３月 31日時点）の承認については、同条の規定によらず、

会長に委任することを提案します。 

 

【参考】令和８年１月 28日から３月 31日までの主な支出見込み（概算） 

項目 金額（円） 備考 

総会資料・結果、大会報告書郵送料 30,000 150件程度 

印刷製本費 20,000  

雑費 10,000  

合計 60,000  

 

  

第２号議案 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 

令和７年度収支決算書（令和８年１月 27日時点） 

【収入の部】                                 （単位：円） 

科目 予算額 決算額 比較 説明 

負担金 171,511,000 171,366,000 ▲145,000  

 

 170,871,000 170,871,000 0 野洲市負担金 

 640,000 495,000 ▲145,000 
競技団体・バスケットボ

ール共催市負担金 

雑収入 636 157,821 157,185 預金利息等 

繰越金 5,364 5,364 0 令和６年度より 

合計 171,517,000 171,529,185 12,185  

 

【支出の部】                                 （単位：円） 

科目 予算額 決算額 比較 説明 

総務費 4,627,000 3,494,200 ▲1,132,800  

 
会議費 65,000 23,990 ▲41,010  

事務局費 4,562,000 3,470,210 ▲1,091,790  

開催推進費 5,851,000 2,842,985 ▲3,008,015  

 
広報啓発事業費 1,607,000 900,587 ▲706,413 炬火イベント 343,800円 

観光おもてなし事業費 4,244,000 1,942,398 ▲2,301,602 観光物産展 440,000円 

競技会運営費 150,710,000 152,310,733 1,600,733  

 

運営総務費 9,244,000 7,760,875 ▲1,483,125  

宿泊輸送費 95,631,000 95,109,061 ▲521,939 宿泊負担金 1,605,452円 

卓球競技費 26,571,000 26,703,033 132,033  

バスケットボール競技費 16,585,000 20,200,315 3,615,315  

武術太極拳競技費 112,000 0 ▲112,000  

デモスポ競技費 

（ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 
1,818,000 1,919,007 101,007  

デモスポ競技費 

（スポーツ鬼ごっこ） 
749,000 618,442 130,558  

行幸啓・お成り費 10,329,000 9,121,433 ▲1,207,567 
競技会場内仮設物設営業

務委託費等 

合計 171,517,000 167,769,351 ▲3,747,649  

（収入決算額）171,529,185 円 ― （支出決算額）167,769,351円 ＝（差引額）3,759,834円 

 ※令和８年３月下旬の最終決算における当実行委員会の保有残金は、全額野洲市に返金します。 
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監査報告書 

 

 

 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則第 17条の規定に基づき、令

和７年度事業報告及び収支決算（令和８年１月 27日時点）について、証拠書類及び関係

諸帳簿を監査した結果、適正に執行されていることを認めたので報告します。 

 

 

 

 

 

 令和８年１月 27日 

  

       監 事  野洲市監査委員 代表監査委員                  

 

 

 

 令和８年１月 27日 

 

       監 事  野洲市 会計管理者                                 

 

 

 

 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

野洲市実行委員会 会長 櫻本 直樹 様 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会の解散及び残余財産の処分 

 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則第２条に規定する目的を達成したため、同

会則 19条に基づき、令和８年３月 31 日をもって同実行委員会を解散し、残余財産は野洲市に帰属する

ことを提案します。 

 

【残余財産】 

＜現金＞ 

第２号議案のとおり 

 

＜備品＞ 

品目 規格等 取得単価（円） 数量 合計（円） 

卓球台 ニッタク クレスト 25 120,120 14 1,681,680 

 

  

第３号議案 

【参考】わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則（抜粋） 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポにおいて、野洲市で開催される競技 

（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必要な事務及び事業を行うことを目的とす

る。 

 

  （解散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散す

るものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、野洲市に帰属するものとする。 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則 

 

 第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

と称する。 

 （目的） 

第２条 実行委員会は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポにおいて、野洲市で開催される競技（以下

「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必要な事務及び事業を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

（１）競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（２）競技会の開催に係る準備に関すること。 

（３）競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

（４）競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（５）関係競技団体、関係団体及び関係機関との連携調整に関すること。 

（６）その他、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

 第２章 組織 

 （組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）野洲市を代表する者 

（２）野洲市議会を代表する者 

（３）関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

（４）その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ５名以内 

（３）常任委員 ３０名以内 

（４）監事   ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は、野洲市長をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

参考資料 
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３ 監事は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。 

 （役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。ただし、会長が代表者である法人その他の団

体との契約その他の法律行為（民事上のものに限る。）については、あらかじめ会長が指名した副会長

が実行委員会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した

副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行委員会の目的が達

成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所属団体又は機関の

役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務める

ものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

 （顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

 第３章 会議 

 （会議の種類） 

第１０条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

（１）総会 

（２）常任委員会 

（３）専門委員会 

 （総会） 

第１１条 総会は、会長、副会長、常任委員および委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 
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（１）競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

（２）会則の制定及び改廃に関すること。 

（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）常任委員会に委任する事項に関すること。 

（６）その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することができない。ただし、総会に出席で

きない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わ

ることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。）の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて監事、顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

８ 会長は、必要があると認めるときは、委員に事前に送付した議案に対し、書面をもって表決を求め、

その結果を総会の議決に代えることができる。 

 （常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）総会から委任された事項に関すること。 

（２）専門委員会の設置並びに専門委員会への委任及び付託に関すること。 

（３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

（４）その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会において準用する。 

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の規定により専門委員会

から報告があった事項を必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

 （専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から委任又は付託された事項について調査、審議し、その結果を常任委

員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に諮った上で、

会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 



 

２１ 
 

第４章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがないとき、又は

総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、その承認を得

なければならない。 

 

第５章 事務局 

 （事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

 （経費） 

第１６条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第１７条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経て、総会の

承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第１８条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

 （解散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散するもの

とする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、野洲市に帰属するものとする。 

 

第８章 補則 

 （委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。 

 

  附 則 

この会則は、令和４年４月１９日から施行する。 

 

 



 

２２ 
 

  附 則 

１ この会則は、令和４年９月２０日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市準

備委員会の委員、役員、顧問、参与である者は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員

会の委員、役員、顧問、参与に委嘱されたものとする。 

３ この会則の施行の際、現に制定されている第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポー

ツ大会野洲市準備委員会の方針、計画及び関係諸規程中「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国

障害者スポーツ大会」とあるものは、「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」と読み替え、「準備委員

会」とあるものは、「実行委員会」と読み替えるものとする。 
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